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歯
科
は
再
任
８
割
、
10
年
以
上
３
割

パワハラ防止に関する義務措置

※ 2020年６月に施行済み、中小企業は2022年３月
31日まで努力義務

大
阪
社
保
協

協
会
理
事
が
健
康
相
談
で
出
務

社保研究部

テキスト改訂を記念

フ
ー
ド
バ
ン
ク
開
催

指導対策で講習会

査
す
る
特
別
審
査
委
員
会
が

あ
る
。

　

審
査
委
員
会
に
は
、
医

科
、
歯
科
、
調
剤
ご
と
に
、

保
険
者
代
表
、
診
療
担
当
者

代
表
及
び
学
識
経
験
者
の
委

員
が
支
部
の
規
模
に
応
じ
て

各
区
分
同
数
が
選
任
さ
れ
て

い
る
（
＊
）。
保
険
者
代
表

及
び
診
療
担
当
者
代
表
は
そ

れ
ぞ
れ
の
団
体
の
推
薦
に
よ

り
、
ま
た
学
識
経
験
者
に
つ

い
て
は
各
支
部
の
「
学
識
経

験
者
審
査
委
員
選
考
協
議

会
」
で
協
議
し
そ
れ
ぞ
れ
支

部
長
が
委
嘱
し
て
い
る
。

　

審
査
委
員
の
任
期
は
２
年

と
さ
れ
て
お
り
、
５
期
10
年

・
70
歳
未
満
を
一
応
の
目
安

審
査
委
員
会
と

審
査
委
員
会
と

委
員
の
選
任

委
員
の
選
任

　

支
払
基
金
の
各
都
道
府
県

支
部
に
は
、
レ
セ
プ
ト
を
審

査
す
る
審
査
委
員
会
が
設
置

さ
れ
て
い
る
。
本
部
に
は
、

高
点
数
（
歯
科
は
20
万
点
以

上
）
な
ど
の
レ
セ
プ
ト
を
審

外
部
関
係
者
と
の
協
議
、
職

員
に
対
す
る
研
修
な
ど
で
、

審
査
に
関
し
て
強
い
影
響
力

を
持
っ
て
い
る
。
大
阪
で

は
、
医
科
５
名
・
歯
科
２
名

が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

会
期
と
審
査
決
定

会
期
と
審
査
決
定

　

審
査
委
員
会
の
日
数
は
、

支
払
基
金
支
部
の
規
模
に
よ

っ
て
３
日
〜
７
日
と
異
な

り
、
大
阪
は
７
日
と
決
ま
っ

て
い
る
。
会
期
は
、
月
の
20

日
前
後
に
設
定
さ
れ
る
。
審

査
委
員
会
は
第
一
次
審
査
と

第
二
次
審
査
に
分
か
れ
、
最

終
日
が
第
二
次
審
査
（
合
同

審
査
委
員
会
と
も
い
う
。
過

半
数
の
出
席
で
成
立
）
で
、

こ
こ
で
審
査
決
定
さ
れ
る
。

　

審
査
決
定
と
い
っ
て
も
、

実
際
に
は
個
々
の
レ
セ
プ
ト

は
第
一
次
審
査
で
担
当
審
査

委
員
が
審
査
決
定
を
し
て
お

り
、
第
二
次
審
査
で
は
「
今

月
は
◯
◯
件
の
レ
セ
プ
ト
を

審
査
し
た
」
と
確
認
す
る
形

式
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

審
査
委
員
会
の
運
営

審
査
委
員
会
の
運
営

　

審
査
委
員
会
に
は
、
次
の

よ
う
な
委
員
会
・
部
会
が
設

け
ら
れ
て
い
る
。

審
査
運
営
委
員
会　

審
査
委

員
会
の
円
滑
な
運
営
を
図
る

た
め
に
、
全
般
的
事
項
を
審

議
し
て
い
る
。
会
期
の
前
後

に
２
回
開
催
す
る
。

審
査
専
門
部
会　

高
点
数
等

特
定
の
レ
セ
プ
ト
を
審
査
す

る
（
主
に
医
科
）。

審
査
研
究
会　

審
査
に
関
す

る
法
令
、
レ
セ
プ
ト
事
例
等

の
研
究
・
検
討
を
行
う
。

再
審
査
部
会　

保
険
者
及
び

医
療
機
関
か
ら
の
再
審
査
請

求
に
つ
い
て
審
査
す
る
。
大

阪
で
は
審
査
委
員
会
会
期
と

は
別
に
、
月
初
め
に
開
催
し

て
い
る
。

 
（
つ
づ
く
）

＊
２
０
１
９
年
５
月
に
支
払
基
金
法

が
改
定
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
審
査
委

員
は
、保
険
者
代
表
、診
療
担
当
者
代

表
及
び
学
識
経
験
者
は
同
数
で
あ
っ

た
が
、
保
険
者
代
表
と
診
療
担
当
者

代
表
の
み
同
数
と
す
る
と
変
更
さ
れ

た
。
２
０
２
１
年
６
月
が
審
査
委
員

の
改
選
期
だ
が
、
次
期
に
つ
い
て
は

三
者
同
数
で
選
任
さ
れ
る
よ
う
だ
。

に
し
て
い
る
が
現
実
は
そ
う

は
な
っ
て
お
ら
ず
、
歯
科
の

場
合
は
約
３
割
が
10
年
以
上

の
経
験
者
と
な
っ
て
い
る
。

今
期
（
２
０
１
９
年
６
月
〜

２
０
２
１
年
５
月
）
の
歯
科

の
委
員
は
８
割
以
上
が
再
任

で
あ
る
（
グ
ラ
フ
）。

　

２
０
２
０
年
６
月
１
日
現

在
の
歯
科
審
査
委
員
数
は
、

特
別
審
査
委
員
３
名
、
全
国

の
審
査
委
員
（
大
阪
を
含

む
）
７
５
３
名
、
大
阪
の
審

査
委
員
39
名
。
審
査
委
員
会

は
、
互
選
に
よ
っ
て
委
員
長

と
副
委
員
長
を
置
い
て
い

る
。
通
常
、
委
員
長
は
医
科

審
査
委
員
、
副
審
査
委
員
長

は
歯
科
審
査
委
員
が
就
く

が
、
大
支
部
で
は
医
科
、
歯

科
か
ら
副
審
査
委
員
長
を
各

１
名
を
置
い
て
い
る
。

　

な
お
、
審
査
委
員
会
に
は

医
療
顧
問
が
配
置
さ
れ
て
い

る
。
医
療
顧
問
は
、
ほ
と
ん

ど
が
常
勤
で
経
験
年
数
が
10

年
を
超
え
る
者
が
多
い
。
そ

の
任
務
は
、
各
支
部
審
査
委

員
会
間
相
互
の
連
絡
調
整
、

2019年６月における歯科審査
委員（全国）の委嘱状況（支払基
金の資料より）　　　　　　　

10年以上
215名
（28.5％）

6年以上
10年未満
149名（19.8％）

6年未満
389名
（51.7％）

再任
632名
（83.9％）

新任
121名
（16.1％）

経
験
年
数
の
状
況

新
任
再
任
の
状
況

支払基金支払基金
〝改革〟の行方〝改革〟の行方②②
フリーライターフリーライター 橋本　巖 橋本　巖
（元大阪府支払基金職員）（元大阪府支払基金職員）

第３回　「知らなかった」は言い訳にならないフェーズに

一般社団法人
fair代表理事

松岡 宗嗣

　

近
年
は
教
科
書
で
も
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ

Ｔ
」
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
２
０
２
２

年
度
か
ら
高
校
で
新
た
に
必
修
と
な

る
「
公
共
」
の
あ
る
教
科
書
で
は
、

「
悪
気
な
く
口
に
し
た
会
話
が
性
的

指
向
や
性
自
認
に
関
わ
る
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト（
Ｓ
Ｏ
Ｇ
Ｉ
ハ
ラ
）に
直
結
す
る

場
合
も
あ
る
」
と
記
述
さ
れ
、
例
と

し
て
「
差
別
的
な
言
動
や
呼
び
方
を

し
た
り
、
あ
ざ
笑
っ
た
り
す
る
」
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

パ
ワ
ハ
ラ
防
止
策
は
義
務

　

こ
う
し
た
教
育
を
受
け
た
人
た
ち

が
、
今
後
さ
ま
ざ
ま
な
職
場
に
入
っ

て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
パ
ワ
ハ

ラ
防
止
法
が
示
す
よ
う
に
、
す
べ
て

の
職
場
で
Ｓ
Ｏ
Ｇ
Ｉ
ハ
ラ
や
ア
ウ
テ

ィ
ン
グ
が
起
き
な
い
職
場
を
早
急
に

整
備
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま

す
。

　

で
は
、
Ｓ
Ｏ
Ｇ
Ｉ
ハ
ラ
や
ア
ウ
テ

ィ
ン
グ
を
起
こ
さ
な
い
た
め
に
、
ど

の
よ
う
な
防
止
対
策
が
必
要
に
な
る

の
で
し
ょ
う
か
。

　

パ
ワ
ハ
ラ
防
止
法
で
は
、
就
業
規

則
へ
の
反
映
や
相
談
窓
口
の
設
置
な

ど
、
10
項
目
の
雇
用
管
理
上
の
措
置

義
務
を
規
定
し
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
禁
止
の

方
針
を
明
確
に
す
る
こ
と
や
、
起
き

て
し
ま
っ
た
際
の
懲
戒
規
定
を
定
め

て
お
く
こ
と
、
そ
の
規
定
の
内
容
を

２ 相談窓口を設置、担当者が適切に
対応できるようにする。

３
パワハラが起きた際の対策を検
討。被害者への配慮や加害者への
措置、再発防止策。

４
相談者や行為者のプライバシー保
護。相談したこと等による不利益
取扱いの禁止を明記。

周
知
、
啓
発
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
他
に
も
、
相
談
窓
口
の

設
置
や
、
適
切
な
相
談
対
応
の
確

保
。
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
起
き
て
し
ま

っ
た
際
の
事
実
確
認
や
、
相
談
者
・

行
為
者
へ
の
適
切
な
対
応
、
再
発
防

止
策
を
予
め
規
定
し
て
お
く
こ
と
も

規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
措
置
や
、
報
復

の
禁
止
も
定
め
て
い
ま
す
。

適
切
な
知
識
不
可
欠

　

特
に
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
は
適
切

な
相
談
対
応
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保

護
で
し
ょ
う
。

　

Ｓ
Ｏ
Ｇ
Ｉ
ハ
ラ
や
ア
ウ
テ
ィ
ン
グ

に
つ
い
て
相
談
で
き
る
窓
口
を
設
置

し
た
と
し
て
も
、
相
談
対
応
の
担
当

者
が
適
切
な
知
識
を
有
し
て
い
な
け

れ
ば
、
二
次
被
害
に
つ
な
が
っ
て
し

ま
う
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
性
的
指

向
や
性
自
認
は
「
機
微
な
個
人
情

報
」
だ
と
い
う
認
識
が
共
有
さ
れ
て

い
な
け
れ
ば
、
相
談
担
当
者
を
は
じ

め
、
人
事
情
報
を
管
理
す
る
担
当
者

な
ど
が
本
人
の
同
意
を
得
ず
に
「
良

か
れ
と
思
っ
て
」
情
報
を
共
有
し
て

し
ま
う
こ
と
も
あ
り
得
る
で
し
ょ

う
。

　

研
修
や
啓
発
の
際
は
、
そ
も
そ
も

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
や
Ｓ
Ｏ
Ｇ
Ｉ
と
は
ど
う
い

う
意
味
か
、
何
が
Ｓ
Ｏ
Ｇ
Ｉ
ハ
ラ
や

ア
ウ
テ
ィ
ン
グ
に
当
た
る
の
か
、
な

ぜ
し
て
は
い
け
な
い
の
か
、
そ
う
し

た
認
識
の
共
有
が
前
提
に
な
り
ま

す
。
つ
ま
り
、
も
し
Ｓ
Ｏ
Ｇ
Ｉ
ハ
ラ

や
ア
ウ
テ
ィ
ン
グ
が
起
き
て
し
ま
っ

た
場
合
、
行
為
者
の
「
知
ら
な
か
っ

た
」
が
、
も
う
言
い
訳
と
し
て
通
用

し
な
い
フ
ェ
ー
ズ
に
来
て
い
る
と
も

言
え
る
の
で
す
。
教
科
書
に
も
「
Ｓ

Ｏ
Ｇ
Ｉ
ハ
ラ
」
が
載
る
時
代
、
パ
ワ

ハ
ラ
防
止
法
の
措
置
義
務
の
徹
底
が

〝
最
低
限
〞
の
対
応
と
し
て
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ

医
療
・
職
場
の

医
療
・
職
場
の

あ
り
の
ま
ま
の
自
分
で

あ
り
の
ま
ま
の
自
分
で

１
就業規則に、パワハラ「禁止」と
起きた際の「懲戒」を明記。研修
等で周知。

　

歯
科
医
療
提
供
体
制
の
検
討
会

で
厚
労
省
は
歯
科
医
師
、
歯
科
衛

生
士
、
歯
科
技
工
士
の
歯
科
専
門

職
の
需
給
に
つ
い
て
こ
の
間
の
議

論
を
踏
ま
え
、
再
検
討
す
る
こ
と

を
提
起
し
て
い
る
。

　

歯
科
医
師
に
つ
い
て
は
、「
歯

科
医
師
の
資
質
向
上
等
に
関
す
る

検
討
会
歯
科
医
師
の
需
給
問
題
に

関
す
る
Ｗ
Ｇ
」
で
は
、
最
終
的
な

方
向
性
は
示
さ
れ
て
い
な
い
と
し

て
、
従
来
か
ら
歯
科
医
師
数
は
過

剰
と
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
歯
科

保
健
医
療
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
が
増

加
し
て
い
る
こ
と
や
、
歯
科
医
師

の
地
域
偏
在
も
指
摘
さ
れ
始
め
て

い
る
こ
と
か
ら
、
改
め
て
歯
科
医

師
の
需
給
に
関
す
る
議
論
を
行
う

こ
と
を
提
起
。

　

歯
科
衛
生
士
に
つ
い
て
は
、
訪

問
口
腔
衛
生
指
導
や
入
院
患
者
の

口
腔
管
理
等
に
お
い
て
、
そ
の
役

割
が
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
離
職

も
多
く
人
材
確
保
が
課
題
と
な
っ

て
い
る
と
指
摘
。
各
地
域
に
お
け

る
歯
科
衛
生
士
の
必
要
数
に
つ
い

て
、
具
体
的
な
議
論
が
行
わ
れ
て

い
な
い
こ
と
か
ら
、
歯
科
保
健
医

療
提
供
体
制
の
在
り
方
に
関
す
る

議
論
を
踏
ま
え
、
歯
科
衛
生
士
の

需
給
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
こ
と

を
提
起
し
て
い
る
。

　

歯
科
技
工
士
に
つ
い
て
は
、
高

齢
化
社
会
が
進
展
す
る
中
、
口
腔

機
能
の
回
復
に
お
い
て
重
要
な
役

割
を
担
っ
て
い
る
が
、
近
年
、
養

成
施
設
・
入
学
者
数
の
減
少
、
離

職
者
の
増
加
か
ら
人
材
確
保
が
課

題
と
な
っ
て
い
る
と
し
た
。
背
景

に
職
場
環
境
や
労
働
環
境
な
ど
種

々
の
要
因
が
あ
り
、
歯
科
技
工
士

の
必
要
数
等
に
つ
い
て
、
専
門
的

に
検
討
を
進
め
る
場
で
の
検
討
を

提
起
し
て
い
る
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
な
ど

で
生
活
苦
に
直
面
す
る
市
民

を
支
援
し
よ
う
と
、
大
阪
社

会
保
障
推
進
協
議
会
は
３
月

24
〜
25
日
、「
コ
ロ
ナ
災
害

に
負
け
へ
ん
で
!!
フ
ー
ド
バ

ン
ク
＆
大
相
談
会
」
を
大
阪

市
役
所
前
・
中
之
島
公
園
女

神
像
前
で
開
催
し
た
。

　

米
・
カ
ッ
プ
麺
・
お
菓
子

・
飲
料
・
マ
ス
ク
な
ど
食
料

や
日
用
品
を
届
け
る
と
と
も

に
、
労
働
・
医
療
・
法
律
相

談
等
に
応
じ
、
生
活
再
建
の

支
援
に
取
り
組
ん
だ
。

　

幅
広
い
世
代
の
男
女
１
０

１
人
が
提
供
を
受
け
コ
ロ
ナ

の
影
響
が
広
が
っ
て
い
る
こ

と
を
示
し
た
。
冨
本
昌
之
、

矢
部
あ
づ
さ
両
副
理
事
長
が

歯
科
の
健
康
相
談
に
出
務
し

た
。

　

社
保
研
究
部
は
３
月
27

日
、『
カ
ル
テ
記
載
を
中
心

と
し
た
指
導
対
策
テ
キ
ス
ト

（
２
０
２
１
年
２
月
版
）』

の
出
版
を
記
念
し
て
指
導
対

策
講
習
会
を
開
催
し
た
。
講

習
会
は
Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
を
用
い
て

開
催
し
、
平
尾
清
司
社
保
研

究
部
長
、
金
城
瞬
同
部
員
を

講
師
に
、
32
人
が
参
加
し

た
。

　

平
尾
部
長
は
「
指
導
対
策

は
日
常
診
療
か
ら
」
と
強
調

し
、
保
険
医
と
し
て
診
療
内

容
の
向
上
に
努
め
る
と
と
も

に
、
求
め
ら
れ
て
い
る
事
項

を
カ
ル
テ
に
き
っ
ち
り
記
載

す
る
こ
と
が
重
要
と
解
説
し

た
。
ま
た
、
現
在
に
お
け
る

指
導
の
実
態
と
協
会
の
改
善

運
動
に
つ
い
て
説
明
し
、

「
通
知
が
来
た
ら
す
ぐ
に
協

会
に
相
談
を
」
と
訴
え
た
。

　

金
城
部
員
は
カ
ル
テ
の
記

載
事
項
に
つ
い
て
、
特
に
指

導
で
指
摘
さ
れ
や
す
い
項
目

を
中
心
に
解
説
。
カ
ル
テ
の

種
別
や
患
者
か
ら
開
示
を
求

め
ら
れ
た
際
の
対
応
な
ど
、

自
身
の
新
規
指
導
の
経
験
に

も
触
れ
な
が
ら
説
明
し
た
。

歯科専門職の需給議論を提起
②

相談に応じる矢部副理事
長（右奥）＝３月25日、中
之島公園


